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報告第１号 
 

   専決処分の承認を求めるについて 

 
 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 
 
  令和５年１２月６日提出 
 
                               泉南市長 山 本 優 真 
 
１ 令和５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号） 
 
専決理由 
 ふるさと納税制度によるふるさと寄附推進事業等に要する経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから、専

決処分したものである。 
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専決甲第７号

令和５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号） 

令和５年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９７，９５６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

３０，５７４，７１９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

令和５年１１月２０日専決 

泉南市長 山 本 優 真 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

18 寄附金 800,000 400,000 1,200,000

1 寄附金 800,000 400,000 1,200,000

19 繰入金 2,046,930 197,956 2,244,886

1 基金繰入金 2,041,752 197,956 2,239,708

29,976,763 597,956 30,574,719

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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（単位：千円）

2 総務費 2,810,524 197,956 3,008,480

1 総務管理費 2,277,360 197,956 2,475,316

11 諸支出金 1,595,089 400,000 1,995,089

4 ふるさと泉南水なす基金費 800,000 400,000 1,200,000

29,976,763 597,956 30,574,719

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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令和５年度 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第８号）事項別明細書 
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（単位：千円）

18

寄附金 800,000 400,000 1,200,000

( 1)

寄附金 800,000 400,000 1,200,000

  1) 1. ふるさと泉南応援寄附金

総務費寄附金 800,000 400,000 1,200,000 総務管理費寄附金 400,000

19

繰入金 2,046,930 197,956 2,244,886

( 1)

基金繰入金 2,041,752 197,956 2,239,708

  4) 1. ふるさと泉南水なす基金繰入金

ふるさと泉南水な ふるさと泉南水な

す基金繰入金 631,627 197,956 829,583 す基金繰入金 197,956

款 19 繰入金　　項  1 基金繰入金

歳 入 合 計 29,976,763 597,956 30,574,719

歳　　　　　　　　　　　　入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　                  明
区　　分 金　　額
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款  2 総務費　　項  1 総務管理費 （単位：千円）

 2 総務費 2,810,524 197,956 3,008,480 197,956

繰入金

197,956

( 1) 総務管理費 2,277,360 197,956 2,475,316 197,956

繰入金

197,956

  9) 企画費 694,377 197,956 892,333 197,956

繰入金

197,956

金　　　額

11. 役務費 1,670

12. 委託料 196,286

[ 4] ふるさと寄附推

進事業 463,366 197,956 661,322 197,956 ふるさと戦略課

繰入金

197,956

[ ふるさと泉南水な

す基金繰入金

197,956 ]

金　　　額

11. 役務費 1,670 決済手数料

12. 委託料 196,286 ふるさと応援寄附ＰＲ業務委託料 41,800

ふるさと寄附推進事業支援業務委託料 152,070

ワンストップ特例申請受付業務委託料 2,416

11 諸支出金 1,595,089 400,000 1,995,089 400,000

寄附金

400,000

( 4) ふるさと泉南水

なす基金費 800,000 400,000 1,200,000 400,000

寄附金

400,000

補正前の額

節　　区　　分

節　　区　　分

補　正　額

歳　　　　　　　　　　　　出

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　 　　　　  明

特  定  財  源
計

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業
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  1) ふるさと泉南水

なす基金費 800,000 400,000 1,200,000 400,000

寄附金

400,000

金　　　額

24. 積立金 400,000

[ 1] ふるさと泉南水

なす基金事業 800,000 400,000 1,200,000 400,000 ふるさと戦略課

寄附金

400,000

[ 総務管理費寄附金

400,000 ]

金　　　額

24. 積立金 400,000

寄附金

400,000

繰入金

197,956

款 11 諸支出金　　項  4 ふるさと泉南水なす基金費

30,574,719

節　　区　　分

節　　区　　分

歳 出 合 計 29,976,763 597,956
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参　考

（単位：千円・％）

1 市税 9,004,455 9,004,455 29.5

2 地方譲与税 166,200 166,200 0.5

3 利子割交付金 6,400 6,400 ―

4 配当割交付金 51,200 51,200 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 48,600 48,600 0.1

6 法人事業税交付金 142,600 142,600 0.5

7 地方消費税交付金 1,536,400 1,536,400 5.0

8 ゴルフ場利用税交付金 43,000 43,000 0.1

9 環境性能割交付金 25,900 25,900 0.1

10 地方特例交付金 52,481 52,481 0.2

11 地方交付税 3,910,061 3,910,061 12.8

12 交通安全対策特別交付金 8,000 8,000  ―

13 分担金及び負担金 59,676 59,676 0.2

14 使用料及び手数料 330,694 330,694 1.1

15 国庫支出金 6,012,635 6,012,635 19.7

16 府支出金 2,324,096 2,324,096 7.6

17 財産収入 36,823 36,823 0.1

18 寄附金 800,000 400,000 1,200,000 3.9

19 繰入金 2,046,930 197,956 2,244,886 7.3

20 諸収入 294,123 294,123 1.0

款　別　現　計　予　算　表

１.　歳　　入

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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（単位：千円・％）

21 市債 2,503,204 2,503,204 8.2

22 繰越金 573,285 573,285 1.9

29,976,763 597,956 30,574,719 100.0　　 歳　　　　入　　　　合　　　　計  
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（単位：千円・％）

1 議会費 211,376 211,376 0.7

2 総務費 2,810,524 197,956 3,008,480 9.8

3 民生費 13,508,083 13,508,083 44.2

4 衛生費 2,280,752 2,280,752 7.5

5 農林水産業費 188,024 188,024 0.6

6 商工費 230,811 230,811 0.8

7 土木費 1,908,956 1,908,956 6.2

8 消防費 839,417 839,417 2.7

9 教育費 2,602,066 2,602,066 8.5

10 公債費 3,718,663 3,718,663 12.2

11 諸支出金 1,595,089 400,000 1,995,089 6.5

12 予備費 30,000 30,000 0.1

13 災害復旧費 53,002 53,002 0.2

29,976,763 597,956 30,574,719 100.0　　 歳　　　　出　　　　合　　　　計  

２.　歳　　出

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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議案第１号 
 

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

 
 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 
 
  令和５年１２月６日提出 
 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

住  所  泉南市内 
氏  名  工藤 徳章（くどう のりあき） 
生年月日  ○年〇月〇日 
職  業  会社員 

 
提案理由 
 人権擁護委員上野和子氏が、令和６年６月３０日をもって任期満了となるため、後任として工藤徳章氏を最適任者と認め

新たに推薦したいので、意見を求めるものである。 
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議案第１号参考

工藤 徳章 氏 経歴

平成 元年 ３月 中央学院大学卒業

同 元年 ４月 キヤノン販売株式会社勤務

同 ２年１２月 キヤノン販売株式会社退職

同 ３年 ２月 千代田交易株式会社勤務

同 １１年 １月 千代田交易株式会社退職

同 １２年１２月 株式会社喜多製作所勤務

同 ２７年 ４月 泉南市立樽井小学校ＰＴＡ会長

同 ３０年１１月 株式会社喜多製作所退職

令和 ２年 １月 双日ロイヤルインフライトケイタリング株式会社勤務（現在に至る）

同 ３年 ５月 樽井校区人権啓発推進協議会幹事（現在に至る）
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議案第２号 
 

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

 
 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 
 
  令和５年１２月６日提出 
 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

住  所  泉南市内 
氏  名  古谷 美枝子（ふるや みえこ） 
生年月日  ○年○月○日 
職  業  無職 

 
提案理由 
 人権擁護委員古谷美枝子氏は、令和６年６月３０日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再推薦したいので、意見

を求めるものである。 
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議案第２号参考 
 

古谷 美枝子 氏 経歴 
 
昭和４２年 ３月  福岡県立若松商業高等学校卒業 
同 ４２年 ４月  株式会社山善勤務 
同 ４６年 ９月  株式会社山善退職 
平成 ３年 ４月  雄信地区婦人会副会長 
同  ６年 ４月  雄信地区婦人会会長 
同  ６年 ４月  泉南市婦人団体協議会書記 
同  ７年 ４月  泉南地区更生保護女性会会員（現在に至る） 
同 １１年 ６月  大阪府人権擁護委員連合会特別委員会子ども人権委員会委員 
同 １７年１０月  泉南市都市計画審議会委員 
同 １８年１０月  泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員、泉南市情報公開・個人情報保護審査会委員 
同 １９年 ４月  岸和田人権擁護委員協議会常務委員 
同 ２３年 ５月  泉南市男女共同参画推進懇話会委員 
同 ２４年 １月  泉南市選挙管理委員補充員（現在に至る） 
同 ２４年 ４月  岸和田人権擁護委員協議会副会長 
同 ２４年 ４月  大阪府人権擁護委員連合会理事 
同 ２９年 ４月  大阪府人権擁護委員連合会特別委員会高齢者・障がい者問題委員会委員 
令和 ３年 ７月  泉南市人権擁護委員（９期目）（現在に至る） 
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同 ４年 ４月 泉南市立市民交流センター運営審議会委員（現在に至る）

同 ４年 ７月 泉南市人権尊重のまちづくり審議会委員（現在に至る）
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議案第３号 
 

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて 

 
 次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 
 
  令和５年１２月６日提出 
 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

住  所  泉南市内 
氏  名  檜山 政宏（ひのきやま まさひろ） 
生年月日  ○年○月○日 
職  業  無職 

 
提案理由 
 人権擁護委員檜山政宏氏は、令和６年６月３０日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再推薦したいので、意見を

求めるものである。 
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議案第３号参考 
 

檜山 政宏 氏 経歴 
 
昭和５０年 ３月  関西大学経済学部経済学科卒業 
同 ５０年 ４月  泉南市立一丘中学校教諭 
平成 ３年 ４月  泉南市立西信達中学校教諭 
同 １２年 ４月  泉南市立泉南中学校教頭 
同 １３年 ４月  泉南市立信達中学校教頭 
同 １８年 ４月  泉南市立信達中学校校長 
同 ２０年 ４月  泉南市立一丘中学校校長 
同 ２５年 ３月  大阪府教育委員会退職 
同 ２７年 ６月  泉南市立一丘中学校・泉南市立新家小学校 学校協議会委員（現在に至る） 
同 ２９年 ６月  泉南市公民館運営審議会委員（現在に至る） 
令和 ３年 ７月  泉南市人権擁護委員（２期目）（現在に至る） 
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議案第４号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和５年１２月６日提出 

 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

 １ 管理を行わせる公の施設 

  泉南阪南共立火葬場 

２ 指定管理者となる団体 

   大阪府大阪市北区天神橋七丁目７番５号 

   泉南阪南斎苑管理グループ 

代表構成員 イージス・グループ有限責任事業組合 

   構成員 伸和サービス株式会社 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案４号参考 

 

代表構成員 イージス・グループ有限責任事業組合の概要 

 

住    所  三重県四日市市朝日町１番４号 

設立年月日  平成１８年３月１５日 

業 務 の 概 要  公共の斎場・墓地施設の管理運営、有料道路における料金収受業務及び道路管理業務、火葬炉及びその他 

の焼却炉の設置・施工・メンテナンス等 

指定管理実績  大阪市立北斎場の他、大阪府、兵庫県、滋賀県、北海道、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県、愛 

知県、岡山県、広島県、福岡県及び宮崎県の地方公共団体 

公の施設２３市 ２９カ所 

出 資 金  ８，０００万円 

 

構成員 伸和サービス株式会社の概要 

 

住    所  大阪府大阪市北区天神橋七丁目７番５号 

設立年月日  昭和４７年６月１５日 

業務の概要  ビルメンテナンス業、警備業、建設業、駐車場管理業、有料道路の管理、電気工事業等 

指定管理実績  大阪市立北斎場の他、大阪府の地方公共団体 

公の施設２市 ５カ所 

資 本 金  ７，０００万円 
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議案第５号 

 

泉南市企業版ふるさと納税基金条例の制定について 

 

泉南市企業版ふるさと納税基金条例を別紙のように定める。 

 

令和５年１２月６日提出 

 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

提案理由 

地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し、法

人からの寄附金を適正に管理し、当該事業に要する経費の財源に充てるため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市企業版ふるさと納税基金条例 

 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対

する法人からの寄附金を適正に管理し、当該事業に要する経費の財源に充てるため、泉南市企業版ふるさと納税基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他 も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳

計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

 

泉南市犯罪被害者等支援条例の制定について 

 

泉南市犯罪被害者等支援条例を別紙のように定める。 

 

令和５年１２月６日提出 

 

                      泉南市長 山 本 優 真 

 

提案理由 

 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことができる地域

社会の実現に寄与することを目的として、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市犯罪被害者等支援条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全

で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

⑶ 関係機関等 国、大阪府その他の地方公共団体、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援

に関係するものをいう。 

⑷ 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通

じて行われる誹謗
ひ ぼ う

中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、日常

生活及び社会生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が

尊重されるよう配慮して行われなければならない。 
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２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次被害が生ずることのないよう十分配慮し

て行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適

切に講ぜられなければならない。 

４ 犯罪被害者等の支援のための施策は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、

適切かつきめ細やかで途切れることなく支援を受けることができるよう講ぜられなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策

定し、及び推進しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、

市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するととも

に、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。 

（総合的支援体制の整備） 

第７条 市は、関係機関等と連携し、及び協力して、犯罪被害者等の支援を円滑に行うことができるように、総合的な支援

体制を整備するものとする。 

（相談及び情報の提供等） 

第８条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面して

いる各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連携調整を図るものと
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する。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとする。 

（支援金の支給） 

第９条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、市長が必要と認める犯罪被害者等に対し、

支援金の支給を行うものとする。 

（広報及び啓発） 

第１０条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、市民

及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行うものとする。 

（支援の制限） 

第１１条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合で

あって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第７号 
 

令和５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第９号） 

 

令和５年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８２，１４５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

３０，８５６，８６４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の補正は、「第３表  債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の補正は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和５年１２月６日提出 

    

泉南市長 山 本 優 真 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

11 地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926

1 地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926

15 国庫支出金 6,012,635 247,695 6,260,330

1 国庫負担金 4,330,741 165,550 4,496,291

2 国庫補助金 1,661,336 82,145 1,743,481

16 府支出金 2,324,096 40,572 2,364,668

1 府負担金 1,629,297 45,275 1,674,572

2 府補助金 573,836 831 574,667

3 委託金 120,963 △ 5,534 115,429

18 寄附金 1,200,000 757 1,200,757

1 寄附金 1,200,000 757 1,200,757

19 繰入金 2,244,886 24,425 2,269,311

1 基金繰入金 2,239,708 24,425 2,264,133

20 諸収入 294,123 131 294,254

3 雑入 287,114 131 287,245

21 市債 2,503,204 △ 65,300 2,437,904

1 市債 2,503,204 △ 65,300 2,437,904

30,574,719 282,145 30,856,864

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳 入 合 計 
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（単位：千円）

2 総務費 3,008,480 3,881 3,012,361

3 戸籍住民基本台帳費 178,148 9,415 187,563

4 選挙費 37,089 △ 5,534 31,555

3 民生費 13,508,083 288,574 13,796,657

1 社会福祉費 5,227,408 187,836 5,415,244

2 児童福祉費 4,295,013 0 4,295,013

3 生活保護費 1,982,900 100,000 2,082,900

5 介護保険費 1,028,132 738 1,028,870

4 衛生費 2,280,752 707 2,281,459

1 保健衛生費 950,380 707 951,087

9 教育費 2,602,066 4,867 2,606,933

5 社会教育費 553,684 50 553,734

6 保健体育費 55,926 4,817 60,743

10 公債費 3,718,663 △ 16,015 3,702,648

1 公債費 3,718,663 △ 16,015 3,702,648

11 諸支出金 1,995,089 131 1,995,220

10 雑支出 290,908 131 291,039

30,574,719 282,145 30,856,864

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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第２表　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　　額

民 生 費 社 会 福 祉 費 総合福祉センター改修事業 １７，４００千円
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第３表　債務負担行為補正

１  追    加

事　　　　項 期　　間 限　　　度　　　額

泉南阪南共立火葬場指定管理事業
（令和５年度）

令和５年度～
令和１０年度

３３３，７６６千円

37



第４表　地方債補正

１  変    更

起 債 の 目 的

　　千円 年％以内

総合福祉センター整備事業 380,000 普通貸借 ６

(証書借入)

又　　は

証券発行

体育施設整備事業 1,300 〃 〃 〃 4,900 〃 〃 〃

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率）

政府その他の金融機関の資金
については、その融通条件に
よる。ただし、財政の都合に
より、償還期限及び据置期間
を短縮し、又は繰上償還若し
くは低利に借り換えることが
できる。

311,100 補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ

　　千円 年％以内

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 方 法 限度額 起債の方法 利率 償還方法
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令和５年度 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第９号）事項別明細書 



白 紙 

kagotani2320
長方形



（単位：千円）

11

地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926

( 1)

地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926

  1) 1. 普通交付税

地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926 地方交付税 33,865

15

国庫支出金 6,012,635 247,695 6,260,330

( 1)

国庫負担金 4,330,741 165,550 4,496,291

  1) 1. 障害者自立支援給付費負担金 58,850

民生費国庫負担金 4,157,583 165,550 4,323,133 社会福祉費負担金 90,550 障害児施設給付費等負担金 31,700

3. 生活保護費負担金

生活保護費負担金 75,000

( 2)

国庫補助金 1,661,336 82,145 1,743,481

  1) 2. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金

総務費国庫補助金 288,304 9,415 297,719 戸籍住民基本台帳

費補助金 9,415

  2) 1. 障害者総合支援事業費補助金 2,255

民生費国庫補助金 885,659 72,730 958,389 社会福祉費補助金 71,105 既存建築物省エネ化推進事業補助金 50,000

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 18,850

2. 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金

児童福祉費補助金 1,625

16

府支出金 2,324,096 40,572 2,364,668

( 1)

府負担金 1,629,297 45,275 1,674,572

  1) 1. 障害者自立支援給付費負担金 29,425

民生費府負担金 1,629,297 45,275 1,674,572 社会福祉費負担金 45,275 障害児施設給付費等負担金 15,850

( 2)

府補助金 573,836 831 574,667

  2) 2. 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金

民生費府補助金 361,701 831 362,532 児童福祉費補助金 812

款 16 府支出金　　項  2 府補助金

歳 入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説 明
区　　分 金　　額
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款 16 府支出金　　項  2 府補助金 （単位：千円）

3. 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金

介護保険費補助金 19

( 3)

委託金 120,963 △5,534 115,429

  1) 5. 大阪府議会議員選挙委託金

総務費委託金 114,629 △5,534 109,095 選挙費委託金 △5,534

18

寄附金 1,200,000 757 1,200,757

( 1)

寄附金 1,200,000 757 1,200,757

  2) 1. 成人健康増進事業寄附金

衛生費寄附金 0 707 707 保健衛生費寄附金 707

  4) 1. 図書購入寄附金

教育費寄附金 0 50 50 社会教育費寄附金 50

19

繰入金 2,244,886 24,425 2,269,311

( 1)

基金繰入金 2,239,708 24,425 2,264,133

  1) 1. 財政調整基金繰入金

財政調整基金繰入 財政調整基金繰入

金 356,712 23,225 379,937 金 23,225

  2) 1. 公共施設整備基金繰入金

公共施設整備基金 公共施設整備基金

繰入金 352,800 1,200 354,000 繰入金 1,200

20

諸収入 294,123 131 294,254

( 3)

雑入 287,114 131 287,245

  2) 1. 介護施設等の整備に関する事業補助金返還金

雑入 273,917 131 274,048 返還金 131

21

市債 2,503,204 △65,300 2,437,904

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　                  明
区　　分 金　　額

款　　項
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( 1)

市債 2,503,204 △65,300 2,437,904

  1) 1. 総合福祉センター整備事業債

民生債 431,700 △68,900 362,800 社会福祉債 △68,900

  6) 4. 体育施設整備事業債

教育債 153,300 3,600 156,900 保健体育債 3,600

款 21 市債　　項  1 市債

歳 入 合 計 30,574,719 282,145 30,856,864
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款  2 総務費　　項  3 戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

 2 総務費 3,008,480 3,881 3,012,361 3,881

国庫支出金

9,415

府支出金

△5,534

( 3) 戸籍住民基本台

帳費 178,148 9,415 187,563 9,415

国庫支出金

9,415

1) 戸籍住民基本台

帳費 178,148 9,415 187,563 9,415

国庫支出金

9,415

金 額

12. 委託料 9,415

[ 2] 住民登録事務事

業 19,606 5,104 24,710 5,104 市民課

国庫支出金

5,104

[ 戸籍住民基本台帳

費補助金

5,104 ]

金 額

12. 委託料 5,104 電算システム改修委託料

[ 3] 戸籍事務事業 14,661 4,311 18,972 4,311 市民課

国庫支出金

4,311

[ 戸籍住民基本台帳

費補助金

4,311 ]

金 額

12. 委託料 4,311 戸籍システム改修業務委託料

補正前の額

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

補　正　額

歳 出

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明

特  定  財  源
計

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業
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( 4) 選挙費 37,089 △5,534 31,555 △5,534

府支出金

△5,534

2) 大阪府知事及び

府議会議員選挙

費 23,421 △5,534 17,887 △5,534

府支出金

△5,534

金 額

1. 報酬 △28

3. 職員手当等 △4,317

8. 旅費 △12

10. 需用費 △232

11. 役務費 △162

12. 委託料 △372

13. 使用料及び賃借料 △386

15. 原材料費 △25

[ 1] 選挙等執行事業 23,421 △5,534 17,887 △5,534 選挙管理委員会事務局

府支出金

△5,534

[ 選挙費委託金

△5,534 ]

金 額

1. 報酬 △28 開票立会人報酬

3. 職員手当等 △4,317 超勤手当 △3,993

管理職員特別勤務手当 △324

8. 旅費 △12 普通旅費

10. 需用費 △232 消耗品費 △133

印刷製本費 △99

11. 役務費 △162 郵便料 △54

電話料 △26

速報電話架設料 △72

手数料 △1

保険料 △9

12. 委託料 △372 電算委託料 △273

警備委託料 △99

款  2 総務費　　項  4 選挙費

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  2 総務費　　項  4 選挙費 （単位：千円）

金 額

13. 使用料及び賃借料 △386 機械・器具借上料 △184

会場借上料 △174

車両借上料 △28

15. 原材料費 △25 資材費

 3 民生費 13,508,083 288,574 13,796,657 215,486 73,088

国庫支出金

238,280

府支出金

46,106

地方債

△68,900

( 1) 社会福祉費 5,227,408 187,836 5,415,244 138,030 49,806

国庫支出金

161,655

府支出金

45,275

地方債

△68,900

6) 総合福祉センタ

ー費 507,069 0 507,069 △50 50

国庫支出金

68,850

地方債

△68,900

[ 5] 総合福祉センタ

ー改修事業 425,000 0 425,000 △50 50 長寿社会推進課

国庫支出金

68,850

[ 社会福祉費補助金

68,850 ]

特  定  財  源

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明
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地方債

△68,900

[ 社会福祉債

△68,900 ]

8) 障害福祉費 2,857,898 187,836 3,045,734 138,080 49,756

国庫支出金

92,805

府支出金

45,275

金 額

12. 委託料 6,736

19. 扶助費 181,100

[ 2] 一般事務事業 9,062 6,736 15,798 2,255 4,481 障害福祉課

国庫支出金

2,255

[ 社会福祉費補助金

2,255 ]

金 額

12. 委託料 6,736 電算システム改修委託料

[ 4] 障害者自立支援

給付事業 1,906,010 117,700 2,023,710 88,275 29,425 障害福祉課

国庫支出金

58,850

[ 社会福祉費負担金

58,850 ]

府支出金

29,425

[ 社会福祉費負担金

29,425 ]

金 額

19. 扶助費 117,700 短期入所給付費 5,800

就労移行支援給付費 23,500

生活介護給付費 4,700

就労継続支援給付費 75,100

共同生活援助給付費 8,600

款  3 民生費　　項  1 社会福祉費

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  3 民生費　　項  1 社会福祉費 （単位：千円）

[10] 障害児通所給付

事業 656,993 63,400 720,393 47,550 15,850 障害福祉課

国庫支出金

31,700

[ 社会福祉費負担金

31,700 ]

府支出金

15,850

[ 社会福祉費負担金

15,850 ]

金　　　額

19. 扶助費 63,400 放課後等デイサービス給付費 43,400

児童発達支援給付費 20,000

( 2) 児童福祉費 4,295,013 0 4,295,013 2,437 △2,437

国庫支出金

1,625

府支出金

812

  7) 子ども総合支援

センター費 211,663 0 211,663 2,437 △2,437

国庫支出金

1,625

府支出金

812

[ 1] 人件費事業 177,603 0 177,603 2,362 △2,362 秘書人事課

国庫支出金

1,575

[ 児童福祉費補助金

1,575 ]

府支出金

787

特  定  財  源

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　 　　　　  明
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[ 児童福祉費補助金

787 ]

[ 3] 児童発達支援事

業 23,558 0 23,558 75 △75 保育子ども課

国庫支出金

50

[ 児童福祉費補助金

50 ]

府支出金

25

[ 児童福祉費補助金

25 ]

( 3) 生活保護費 1,982,900 100,000 2,082,900 75,000 25,000

国庫支出金

75,000

  1) 生活保護費 1,982,900 100,000 2,082,900 75,000 25,000

国庫支出金

75,000

金　　　額

19. 扶助費 100,000

[ 2] 生活保護事業 1,880,479 100,000 1,980,479 75,000 25,000 生活福祉課

国庫支出金

75,000

[ 生活保護費負担金

75,000 ]

金　　　額

19. 扶助費 100,000 生活扶助費 30,286

医療扶助費 69,714

( 5) 介護保険費 1,028,132 738 1,028,870 19 719

府支出金

19

  1) 介護保険費 1,028,132 738 1,028,870 19 719

府支出金

19

款  3 民生費　　項  5 介護保険費

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  3 民生費　　項  5 介護保険費 （単位：千円）

金 額

18. 負担金、補助及び

交付金 26

27. 繰出金 712

[ 1] 介護保険事業特

別会計繰出金事

業 1,003,679 712 1,004,391 712 長寿社会推進課

金 額

27. 繰出金 712 介護保険事業特別会計繰出金

[ 2] 社会福祉法人減

免措置事業 1,663 26 1,689 19 7 長寿社会推進課

府支出金

19

[ 介護保険費補助金

19 ]

金 額

18. 負担金、補助及び 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金

交付金 26

 4 衛生費 2,280,752 707 2,281,459 707

寄附金

707

( 1) 保健衛生費 950,380 707 951,087 707

寄附金

707

5) 成人病対策費 51,744 707 52,451 707

寄附金

707

金 額

17. 備品購入費 707

[ 1] 成人健康増進事

業 1,615 707 2,322 707 保健推進課

特  定  財  源

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明
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寄附金

707

[ 保健衛生費寄附金

707 ]

金　　　額

17. 備品購入費 707 機械器具費

 9 教育費 2,602,066 4,867 2,606,933 3,650 1,217

地方債

3,600

寄附金

50

( 5) 社会教育費 553,684 50 553,734 50

寄附金

50

  9) 図書館及びホー

ル費 108,908 50 108,958 50

寄附金

50

金　　　額

17. 備品購入費 50

[ 2] 図書館運営事業 20,507 50 20,557 50 文化振興課

寄附金

50

[ 社会教育費寄附金

50 ]

金　　　額

17. 備品購入費 50 図書購入費

( 6) 保健体育費 55,926 4,817 60,743 3,600 1,217

地方債

3,600

  3) 体育施設費 45,176 4,817 49,993 3,600 1,217

地方債

3,600

金　　　額

10. 需用費 4,817

款  9 教育費　　項  6 保健体育費

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  9 教育費　　項  6 保健体育費 （単位：千円）

[ 3] スポーツ施設管

理運営事業 5,398 4,817 10,215 3,600 1,217 生涯学習課

地方債

3,600

[ 保健体育債

3,600 ]

金 額

10. 需用費 4,817 施設等修繕料

10 公債費 3,718,663 △16,015 3,702,648 △16,015

( 1) 公債費 3,718,663 △16,015 3,702,648 △16,015

1) 元金 3,588,396 △5,381 3,583,015 △5,381

金 額

22. 償還金、利子及び

割引料 △5,381

[ 1] 市債管理事業（

元金） 3,588,396 △5,381 3,583,015 △5,381 財政課

金 額

22. 償還金、利子及び 市債元金償還金

割引料 △5,381

2) 利子 130,267 △10,634 119,633 △10,634

金 額

22. 償還金、利子及び

割引料 △10,634

[ 1] 市債管理事業（

利子） 129,297 △10,634 118,663 △10,634 財政課

金 額

22. 償還金、利子及び 市債利子償還金

割引料 △10,634

11 諸支出金 1,995,089 131 1,995,220 131

諸収入

131

(10) 雑支出 290,908 131 291,039 131

節　　区　　分

特  定  財  源

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明
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諸収入

131

  1) 返還金 290,908 131 291,039 131

諸収入

131

金　　　額

22. 償還金、利子及び

割引料 131

[10] 国支出金・府支

出金返還金事業

0 131 131 131 長寿社会推進課

諸収入

131

[ 返還金

131 ]

金　　　額

22. 償還金、利子及び 介護施設等の整備に関する事業府補助金返還金

割引料 131

国庫支出金

247,695

府支出金

40,572

地方債

△65,300

寄附金

757

諸収入

131

款 11 諸支出金　　項 10 雑支出

節　　区　　分

節　　区　　分

歳 出 合 計 30,574,719 282,145 30,856,864
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 2,382,400 12,162,403 2,317,100 12,097,103

(3) 教 育 153,300 3,733,100 156,900 3,736,700

(5) 民 生 440,300 727,591 371,400 658,691

2,534,404 22,933,960 2,469,104 22,868,660計

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

普 通 債
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参　考

（単位：千円・％）

1 市税 9,004,455 9,004,455 29.2

2 地方譲与税 166,200 166,200 0.5

3 利子割交付金 6,400 6,400 ―

4 配当割交付金 51,200 51,200 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 48,600 48,600 0.1

6 法人事業税交付金 142,600 142,600 0.5

7 地方消費税交付金 1,536,400 1,536,400 5.0

8 ゴルフ場利用税交付金 43,000 43,000 0.1

9 環境性能割交付金 25,900 25,900 0.1

10 地方特例交付金 52,481 52,481 0.2

11 地方交付税 3,910,061 33,865 3,943,926 12.8

12 交通安全対策特別交付金 8,000 8,000  ―

13 分担金及び負担金 59,676 59,676 0.2

14 使用料及び手数料 330,694 330,694 1.1

15 国庫支出金 6,012,635 247,695 6,260,330 20.3

16 府支出金 2,324,096 40,572 2,364,668 7.7

17 財産収入 36,823 36,823 0.1

18 寄附金 1,200,000 757 1,200,757 3.9

19 繰入金 2,244,886 24,425 2,269,311 7.3

20 諸収入 294,123 131 294,254 0.9

款　別　現　計　予　算　表

１.　歳　　入

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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（単位：千円・％）

21 市債 2,503,204 △65,300 2,437,904 7.9

22 繰越金 573,285 573,285 1.9

30,574,719 282,145 30,856,864 100.0　　 歳 入 合 計  
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（単位：千円・％）

1 議会費 211,376 211,376 0.7

2 総務費 3,008,480 3,881 3,012,361 9.8

3 民生費 13,508,083 288,574 13,796,657 44.7

4 衛生費 2,280,752 707 2,281,459 7.4

5 農林水産業費 188,024 188,024 0.6

6 商工費 230,811 230,811 0.7

7 土木費 1,908,956 1,908,956 6.2

8 消防費 839,417 839,417 2.7

9 教育費 2,602,066 4,867 2,606,933 8.4

10 公債費 3,718,663 △16,015 3,702,648 12.0

11 諸支出金 1,995,089 131 1,995,220 6.5

12 予備費 30,000 30,000 0.1

13 災害復旧費 53,002 53,002 0.2

30,574,719 282,145 30,856,864 100.0　　 歳　　　　出　　　　合　　　　計  

２.　歳　　出

款 現　計　予　算　額 今　回　予　算　額 計 比　　率
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議案第８号 
 

令和５年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 
 令和５年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５２６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ６，５７３，００４千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
 

令和５年１２月６日提出 
 

                               泉南市長 山 本 優 真 
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　１．　歳　　入 (単位：千円）

3 国庫支出金 1,375,512 762 1,376,274

2 国庫補助金 353,416 762 354,178

5 府支出金 829,682 52 829,734

2 府補助金 58,563 52 58,615

6 繰入金 1,191,212 712 1,191,924

1 他会計繰入金 1,003,679 712 1,004,391

6,571,478 1,526 6,573,004

第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正　

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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（単位：千円）

1 総務費 168,662 1,320 169,982

1 総務管理費 109,728 1,320 111,048

3 地域支援事業費 398,957 267 399,224

1 包括的支援事業・任意事業費 129,127 267 129,394

4 基金積立金 488,035 △ 61 487,974

1 給付準備基金積立金 488,035 △ 61 487,974

6,571,478 1,526 6,573,004

　２．　歳　　出

補　　正　　額 計補 正 前 の 額款 項

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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令和５年度

大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書



白 紙 

kagotani2320
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（単位：千円）

 3

国庫支出金 1,375,512 762 1,376,274

( 2)

国庫補助金 353,416 762 354,178

  3) 1. 現年度分

地域支援包括的支 現年度分 102

援事業・任意事業

交付金 49,666 102 49,768

  6) 1. 介護保険事業費補助金

介護保険事業費補 介護保険事業費補

助金 0 660 660 助金 660

 5

府支出金 829,682 52 829,734

( 2)

府補助金 58,563 52 58,615

  2) 1. 現年度分

地域支援包括的支 現年度分 52

援事業・任意事業

交付金 24,834 52 24,886

 6

繰入金 1,191,212 712 1,191,924

( 1)

他会計繰入金 1,003,679 712 1,004,391

  1) 3. 地域支援包括的支援事業・任意事業繰入金

一般会計繰入金 地域支援包括的支

1,003,679 712 1,004,391 援事業・任意事業

繰入金 52

5. 事務的経費繰入金

事務的経費繰入金 660

款  6 繰入金　　項  1 他会計繰入金

歳 入 合 計 6,571,478 1,526 6,573,004

歳　　　　　　　　　　　　入

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　                  明
区　　分 金　　額
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款  1 総務費　　項  1 総務管理費 （単位：千円）

 1 総務費 168,662 1,320 169,982 660 660

国庫支出金

660

( 1) 総務管理費 109,728 1,320 111,048 660 660

国庫支出金

660

  1) 一般管理費 109,728 1,320 111,048 660 660

国庫支出金

660

金　　　額

12. 委託料 1,320

[ 2] 介護保険事務事

業 6,868 1,320 8,188 660 660 長寿社会推進課

国庫支出金

660

[ 介護保険事業費補

助金

660 ]

金　　　額

12. 委託料 1,320 電算システム改修委託料

 3 地域支援事業費 398,957 267 399,224 154 113

国庫支出金

102

府支出金

52

( 1) 包括的支援事業

・任意事業費 129,127 267 129,394 154 113

国庫支出金

102

府支出金

52

補正前の額

節　　区　　分

節　　区　　分

補　正　額

歳　　　　　　　　　　　　出

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　 　　　　  明

特  定  財  源
計

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業
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  1) 包括的支援事業

費 88,930 267 89,197 154 113

国庫支出金

102

府支出金

52

金　　　額

 7. 報償費 253

13. 使用料及び賃借料 14

[ 8] 認知症サポータ

ー活動促進・地

域づくり推進事

業 0 267 267 154 113 長寿社会推進課

国庫支出金

102

[ 現年度分

102 ]

府支出金

52

[ 現年度分

52 ]

金　　　額

 7. 報償費 253 謝礼金

13. 使用料及び賃借料 14 会場借上料

 4 基金積立金 488,035 △61 487,974 △61

( 1) 給付準備基金積

立金 488,035 △61 487,974 △61

  1) 給付準備基金積

立金 488,035 △61 487,974 △61

金　　　額

24. 積立金 △61

[ 1] 給付準備基金積

立金事業 488,035 △61 487,974 △61 長寿社会推進課

金　　　額

24. 積立金 △61

款  4 基金積立金　　項  1 給付準備基金積立金

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分

節　　区　　分
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款  4 基金積立金　　項  1 給付準備基金積立金 （単位：千円）

国庫支出金

762

府支出金

52

特  定  財  源

歳 出 合 計 6,571,478 1,526 6,573,004

一 般 財 源
款　　項　　目　　事業 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳
説　　 　　　　  明
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白  紙 

kagotani2320
長方形
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